




・医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが喫緊の課題

・平成26年に医療法が改正され、医療分野の「雇用の質」の確保のため、各医療機関がＰＤＣＡサイクルを活用
して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジメントシステム）が導入された。

・勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関において、

『医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う
自主的な勤務環境改善を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確
保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること』

を目的として、各医療機関のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任意の仕組みである。

マネジメントシステムの導入によって各医療機関に
おける勤務環境の改善が期待されている。



 東京都医療勤務環境改善支援
センターは東京都が設置し、
医療機関に対し「医療労務管
理」と「医業経営」について
支援を行っている。

 東京労働局ではこのうち、
「医療労務管理支援事業」を
運用している。

1 導入支援（訪問支援）

１-１ 現状分析・課題抽出型支援

医療機関に対し、職員へのアンケートやヒアリングにより
現状分析・課題分析を行う。

１-２ 課題選択型支援

医療機関が選択した課題に対し、助言や事例紹介等により、
改善の方策を提案する。

２ 組織力向上支援（訪問による研修講師派遣）

医療機関や医療関係団体において実施する研修会等にアド
バイザーを講師として派遣する。

３ 医師労働時間短縮計画作成支援
医師の働き方改革に向けた取組状況や課題等をヒアリング
し、医師の労働時間短縮に向けた取組の提案を行います。

４ 随時相談（電話相談・来所相談）

令和4年度における「医療労務管理支援事業」
の支援メニュー

東京労働局が委託
事業により運営

東京都が
運営・設置

支援メニュー



1 導入支援（訪問支援）/１-１ 現状分析・課題抽出型支援

◇対象
（１）自機関の課題 ・魅力 が把握できていない 医療機関
（２）課題は把握しているが、それが自機関の最優先課題なのか、また、一般職員の認識とのず

れはないか等、現状分析を行いたい医療機関
（３）職員の意識調査を第三者機関によって実施したいと考えている医療機関

◇実施内容
支援の手順は以下の通りです。

① 初回訪問時に現状や医療機関が考える課題等をヒアリングします 。
② 職員に対してアンケート調査 及び個別ヒアリングに基づく意識調査を実施

します。
③アドバイザーが分析し、課題及び魅力を抽出します。
④結果報告後、アドバイザーの助言により、医療機関において改善計画を作

成し、東京都医療勤務環境改善支援センターへ提出していただく。

◇支援期間
支援決定後、 医療機関との協議の上、アドバイザーが策定する支援計画に

基づいて支援を実施します。 （訪問回数６～７回程度が目安となります。）



1 導入支援（訪問支援）/１-２ 課題選択型支援

◇対象
労働時間の管理や職員の労働条件等、労務管理に関して専門家の助言が必要と考える

医療機関

◇実施内容
支援の手順は以下の通りです。

① 初回訪問時に現状や相談内容等をヒアリングします。
② 相談内容に応じて各種規程等のデータ等を提供していただ

き、専門家が現状を分析します。
③ 専門家から改善に向けたアドバイスを改善提案書として提

示します。
④ 改善提案書を基に、アドバイザーの助言により、医療機関

において改善計画を作成し、支援センターへ提出していた
だきます。
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◇支援期間
最長で６か月程度（訪問回数４～５回程度）を予定しています。支援決定後、医療

機関との協議の上、アドバイザーが策定する支援計画に基づいて支援を実施します。

◇支援対象分野
①労働時間等の管理 ②雇用契約・人事制度
③両立支援制度 ④ハラスメント対策・メンタルヘルス対策 等

◇支援例
・労働時間管理の適正化、長時間労働の抑制対策、年休の取得促進

→問題点の指摘、取組事例の紹介、改善の方向性の提案
・有期雇用契約者の無期転換申請の対応

→対応方法の提案、労働条件通知書等の内容チェック
・育児・介護に係る両立支援制度の見直し

→問題点の指摘、取組事例の紹介、現制度の活用促進策や新制度の提案



２ 組織力向上支援（研修講師派遣）
◇対象

医療機関及び医療関係団体等

◇実施内容
医療機関及び医療関係団体等が企画する研修会や勉強会等において、アドバイザーを講師とし

て派遣します。
具体的な内容等については、医療機関及び医療関係団体等と調整の上決定します。
なお、講師派遣については、原則１時間程度とします。
※ワークショップや少人数での勉強会等にも御活用いただけます 。

◇研修テーマの例
＜労務管理等のテーマ＞
・医師の働き方改革
・ハラスメント対策
・メンタルヘルス対策
・労務管理の基礎知識 等

＜マネジメントに係るテーマ＞
・モチベーションの向上
・コミュニケーションの改善
・業務の効率化
・勤務環境改善の好事例 等



３ 医師労働時間短縮計画作成支援

◇対象
年間の時間外・休日労働が 960 時間を超えている医師が勤務している医療機関

※ 医療機関の目的に応じて、令和５年度末までの計画を作成する場合と令和６年度以降の計画
の案を作成する場合に分けて支援を行います。

◇実施内容
支援の手順は以下の通りです。

① 初回訪問時に医師の働き方改革に向けた取組状況や課題等をヒアリングします。
② 必要に応じて都が作成したチェックリスト等を用いながら、医療機関に提示していただく資料や

データから現状を分析し、問題点の指摘や助言、医師の労働時間短縮に向けた取組の提案を行い
ます。

③ 必要な助言等を行った後、医療機関が計画を作成します。
④ 医療機関が作成した計画を確認し、必要に応じて更なる助言等を行います。



４ 随時相談（電話相談・来所相談）

◇対象
都内の全医療機関

◇実施内容
医療機関が勤務環境の改善に取り組む際に、疑問に感じたことやわからないこと等に対して、
電話または来所により専門家（医業経営コンサルタント・社会保険労務士）が相談に応じます。

◇受付窓口
電話番号： ０３－６２７２－９３４５
受付時間： 平日 ９時30分から17時30分まで

◇【相談事例】
◇宿日直許可申請について
◇労働契約、就業規則について
◇患者対応、パワハラ・セクハラ対応について
◇短時間勤務制度、休暇・休職制度について
◇医師の働き方改革の進め方について など



導入支援応募に当たってご留意いただきたい事項等

～勤務環境改善への取組主体は医療機関～
◇本支援の目的は、「支援を受けた医療機関が、その後、自主的に

勤務環境改善に取り組める環境を整備すること」です。
◇取組主体は医療機関自身であり、アドバイザーは補佐的な立場で

す。「アドバイザーがすべてやってくれる」という「受け身の姿
勢」ではなく、医療機関が自主的に考え、積極的に行動してくだ
さい。

～支援の応募に係る、組織として意思決定～
◇管理者が本取組について十分な理解をしていないと、効果的な

取組となりません。必ず管理者の意向を確認してください。
◇職員に対しては、取組の経緯や目的について丁寧に説明し、組

織的な取組であることの十分な理解を得てください。



～支援終了後の、医療機関独自に勤務環境改善への取組み～
◇支援は「勤務環境改善に取り組むきっかけづくり」であり、課題の把握や改善計画の
策定がゴールではありません。「勤務環境改善マネジメントシステム」を参考に、出来
ることから実行してください。

東京都勤改センター
【受付時間】平日９時30分から17時30分まで
【受付場所】公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会内

03－6272－9345

～支援に当たっての御協力・御理解のお願い～
◇取組内容のヒアリング（支援終了後の経過調査も含む）
◇事例集への取組事例の掲載、研修会等での取組事例の発表
（医療機関名の公表については、相談させていただきます。）
◇本支援は行政としての支援であることから、相談内容によっ

ては支援に応じかねることがあります。




